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法子の ～医療法人の剰余金配当禁止について～ 

 

１ 医療法人の剰余金配当禁止と配当類似行為について 

 

 

 

【重要】剰余金の配当禁止に抵触するおそれのある取引（例） 

 役員や特別の利害関係人が役員である関連法人（いわゆるＭＳ法人）に

対する貸付金・仮払金等の資金供与 

 役員のみを対象とする福利厚生（社宅の貸与等），役員による法人資産

の私的流用 

 役員等が負担すべき債務の医療法人による肩代わり，連帯保証の引受け

や医療法人の資産への抵当権設定 

 役員の勤務実態や職務内容に不相応の高額な報酬や，近隣相場よりも不

当に高額の不動産賃料の支払い 

 

 

 

 

 

医療法人は，剰余金の配当が禁じられています（医療法第５４条）。 

ここでいう配当とは，利益処分としての配当だけでなく，配当に類似する行為（配当

類似行為）も含まれます。 

医療法人は営利を目的とした法人ではないので，役員に対する便宜の供与のような行

為は，仮に営利法人では行うことが可能な行為であっても，医療法人では原則として

認められませんので注意が必要です， 

税法上適法な取引であっても，医療法上の剰余金配当禁止に抵触する場合があります。

顧問税理士等にも御相談のうえ，上記のような取引行為等を行うことのないよう，厳

に注意してください。 

http://www.fumira.jp/cut/gakkou/file47.htm


２ 理事会における重要事実の開示と理事会による承認について 

 

 

 
※平成２８年９月に施行された改正医療法により，それまで必要とされた『特別代理人

の選任』（県知事認可）については，不要とされました。 
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【理事会による承認等が必要な取引（例）】 

① 理事長が所有する不動産・設備等の資産の売買契約 

②     〃              の賃貸借契約 （賃料の改定等，変更契約も含む） 

③ 医療法人が所有する不動産等の資産の理事長に対する売買契約 

④ 理事長の負債を医療法人に引き継ぐ契約 

【理事会による承認等が不要な取引（例）】 

① 医療法人と理事長個人の間の取引のうち，法人の利益を害するおそれのないもの。 

（例）理事長からの財産の寄附 

    理事長からの無利子の貸付 

    法人債務に係る理事長の連帯保証の引受 

② 役員報酬の決定（法人内の適切な機関決定は必要） 

①  相手方が理事長以外の（同名契約とならない）取引 

医療法人と理事長で利益が相反する取引については，理事長に法人を代表する権限は

ないため，理事会における重要事実の開示と理事会による承認を得る必要があります

（医療法第４６条の６の４）※ 

理事会による承認等を要する利益相反行為と，理事会による承認等を要しない行為は，

次のようなものです。 

理事会による承認等が不要な例の②③については，法人内部の意思決定で取引等が可

能ですが，剰余金の配当禁止に抵触しないように注意してください。 

（例）医療法人Ａと，理事長の配偶者が代表者を務める営利法人Ｂが取引を行う場合，

理事会による承認等は必要ありません。ただし，その取引価格等が不相当で医

療法人Ａから営利法人Ｂへの利益の供与と認められる場合，医療法人の剰余金

配当禁止に抵触するおそれが高いといえます。 

理事会による承認等が必要な事例で最も多いケースは，理事長が所有する不動産を医療

法人に賃貸（または売却）する取引です。 
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